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1 第１章 計画の概要 

第１章 計画の概要 

 

＜本章の内容＞ 

新たに情報化計画を策定する背景・目的、計画の位置付

け、計画期間等の概要について説明します。 
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１．１ 計画策定の目的 

 

本市は平成 25 年３月に「枚方市総合計画策定条例」を施行し、平成 28 年３月、⾧期的

な視点での総合的かつ計画的な市政運営を図るため、本市の最上位計画と位置付けた「第 5

次枚方市総合計画」（以下、「総合計画」という。）を策定しました。 

総合計画では、情報通信技術が飛躍的に発展する中で、迅速・効率的な情報発信や電子

自治体の推進等、ＩＣＴの利活用を、まちづくりを進めるための基盤の一つであると位置

付けています。 

これを受け、ＩＣＴを市の施策を効果的・効率的に進める手段とし、総合計画に示され

るまちづくりの目標実現を支えるため、新たに第 2 次枚方市情報化計画の策定を行いまし

た。 

 

１．２ 計画の位置付け 

 

第２次枚方市情報化計画は、総合計画を上位として、市の施策目標の実現を情報化によ

り支援する個別計画とし、また、国の情報化戦略等との整合を図ります。 

情報化計画は、基本的な方針や考え方を示した「情報化基本計画」（以下、「本計画」と

いう。）と、個々の情報化施策についてその内容を表した「情報化実施計画」で構成してい

ます。 

図表:情報化計画の位置付け 
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3 第１章 計画の概要 

  

 
 

枚方市の官民データ活用推進計画 

として位置付け 

官民データ活用推進基本法 

世界最先端デジタル国家創造宣言 
デジタル社会の実現に向けた重点計画 

（旧称:官民データ活用推進基本計画） 

 

第２次枚方市情報化計画 

都道府県 

官民データ活用推進計画 

取り組みの整合 

策定を要請（義務） 策定を要請（努力義務） 

＜本市の官民データ活用推進計画について＞ 

官民データ活用推進基本法（平成 28 年 12 月施行）においては、市町村における官民デ

ータ活用の推進に関する施策の基本的な計画（市町村官民データ活用推進計画）の策定が

努力義務として要請されています。本市では、同法が想定する基本的施策として規定する

事項のうち市町村に特に関連する内容について、本計画の取り組として取り入れることで、

本計画を枚方市の官民データ活用推進計画と位置付け、国や府の計画とも整合を取りなが

ら、必要な施策の推進を図ります。（官民データ活用推進基本法の概要については、「２．

１国のＩＣＴ戦略動向等」を参照） 

 

図表:枚方市の官民データ活用推進計画としての位置付け 
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＜本市のＤＸ推進全体方針について＞ 

自治体 DX 推進手順書（令和３年 7 月公表）においては、自治体における相互に関連す

るＤＸの取り組みを総合的かつ効果的に実施し、全庁的にＤＸを強力に推進していくため

の最初のステップとして、全体方針が決定されている必要があるとされました。本計画に

おける基本目標並びに取り組み事項として、本市におけるＤＸ推進のビジョンを盛り込む

ことにより、本計画を枚方市ＤＸ推進全体方針および枚方市ＤＸ推進計画として位置付け、

国や府の示すデジタル社会の理念を踏まえた施策の推進を図ります。（自治体 DX 推進手順

書の概要については、「２．１国のＩＣＴ戦略動向等」を参照）

図表:枚方市のＤＸ推進全体方針およびＤＸ推進計画としての位置付け 

 

  

 
 

枚方市のＤＸ推進全体方針および 

ＤＸ推進計画として位置付け 

 

自治体デジタル・トランスフォーメーション 

（DX）推進計画 

 

第２次枚方市情報化計画 

自治体 DX 推進手順書 取り組みの整合 

取組みを手順化 
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１．３ 計画期間 

 

情報化基本計画は、「第５次枚方市総合計画 基本計画」と計画期間を合わせ、平成 28

年度からの 12 年間における計画とします。ただし、進展の著しい情報環境の変化に対応す

るため、４年間ごと３期に分けて「期別取り組み」を設定し、期ごとに総括を行います。 

個別のシステムごとに内容を示す情報化実施計画は、毎年度見直し、策定を行います。 

社会環境や国の戦略動向等について大きな変化があった場合には、必要に応じて情報化

基本計画の検証・見直しを実施するものとします。 

 
図表:情報化計画の計画期間 

情報化計画 

総合計画 

 

期別取り組み（各期 4 年間） 

 

基本目標（12 年間） 

毎 年 度 見 直 し 

第１期 第３期 

 
 

情報化基本計画 

平成 28 年度～ 

 

情報化実施計画 

基本計画 

平成 28 年度～ 

12 年間 

総括・反映 総括・反映 

第２期 
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第２章 計画策定の背景 
 

＜本章の内容＞ 

情報化の目標を設定するにあたり、背景として国のＩ

ＣＴ戦略や枚方市の情報化の現状について整理します。 
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２．１ 国のＩＣＴ戦略動向等 

 

＜国のＩＣＴ戦略の展開＞ 

政府は 、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進する

ことを目的に、平成 12 年に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT 基本法)」を制

定、その後、「e-Japan 戦略」（平成 13 年）や「e-Japan 戦略 II」（平成 15 年）等の重点計

画を策定し、取り組みを進めてきました。 

その後、平成 25 年 6 月に閣議決定された「世界最先端 IT 国家創造宣言」では、利用者ニ

ーズの把握不足や組織を超えた業務改革に至っていない等、従来の戦略における課題を指摘、

府省庁へ横串を通す政府 CIO の設置等によって取り組を推進してきました。以後、本宣言の

改訂を重ねつつ、技術の進展に伴うデータ流通量の飛躍的増大を受けたデータ利活用の方針

や、利用者中心のサービス提供を進めるといったデジタル・ガバメントの方針等を打ち出し、

デジタル化の推進を図ってきました。またこの間、官民データ活用基本法やデジタル手続法

（正式名称「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」）の成立等、デジタル化の

原則についての法制化が進められてきました。 

令和２年 12 月 25 日には「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」「デジタル・ガ

バメント実行計画」が閣議決定され、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタル

の活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現

できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」が示されました。さらに、自

治体が重点的に取り組むべき事項や国の支援策等をとりまとめた「自治体デジタル・トラン

スフォーメーション（DX）推進計画」（以下、「自治体 DX 推進計画」という。）が策定され、

それぞれの取り組みを遂行していく道標として「自治体 DX 全体手順書」「自治体情報システ

ムの標準化・共通化に係る手順書」「自治体の行政手続きオンライン化に係る手順書」や法整

備が進められてきました（「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年９月

１日施行）」）。 

令和 3 年９月には「デジタル社会形成基本法」が制定され、経済の持続的かつ健全な発展

と、幸福な生活の実現に資するデジタル社会を形成する司令塔の役割を担う組織としてデジ

タル庁が発足し、同年 12 月には「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され

ました。令和４年６月には地域課題をデジタルにより解決し「全国どこでも誰もが便利で快

適に暮らせる社会」を目指す「デジタル田園都市国家構想基本方針」が閣議決定され、「自治

体 DX 推進計画」やそれに関連する手順書ではこれらの理念や支援策を盛り込む改訂が行わ

れてきました。 
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＜デジタル社会形成基本法＞ 

デジタル社会の形成により国際競争力の強化、国民の利便性向上、急速な少子高齢化への

対策等の課題を解決し、経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与する

ことを目的として、国、地方公共団体及び事業者の責務、多様な主体による情報の円滑な流

通の確保（データの標準化等）、アクセシビリティの確保、人材の育成、生産性や国民生活の

利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情報データ

ベース（ベース・レジストリ）の整備、サイバーセキュリティの確保、個人情報の保護等の

基本方針およびデジタル庁の設置について定めたもので、令和 3 年５月 19 日に公布されま

した。 

 

図表:デジタル社会形成基本法の概要 
（出典）デジタル庁「デジタル社会形成基本法の概要」 
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＜地方公共団体情報システムの標準化に関する法律＞ 

国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報

通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の

喫緊の課題であることに鑑みて、地方公共団体情報システムの標準化について、基本方針及

び地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての基準の策定、その他地方公共

団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定めたもので、令和 3 年５月 19

日に公布されました。 

 

図表:地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の概要 
（出典）総務省「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の概要」 
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＜デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針＞ 

目指すべきデジタル社会の将来像「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合った

サービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会 ~誰一人取り残さない、人に優し

いデジタル化~」や、施策の策定に係る方針等を定める高度情報通信ネットワーク社会形成

基本法の見直しの考え方、デジタル庁設置の考え方等について、政府の方針を示すものとし

て、令和２年 12 月 25 日に閣議決定されたものです。 

図表:デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針の概要 
（出典）デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針の概要」 

 

＜デジタル・ガバメント実行計画＞ 

官民データ活用基本法および「デジタル・ガバメント推進方針」（平成 29 年５月 30 日高

度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定）に示された

方向性を具体化し、実行することによって、安全・安心かつ公平、公正で豊かな社会を実現

するための計画として平成 30 年１月に作成され、後に「デジタル社会の実現に向けた改革

の基本方針」を踏まえ、国・地方デジタル化指針を盛り込むなど、デジタル・ガバメントの

取り組みを加速するものとして位置付けられました。 

なお、この計画は令和３年度に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」へ統合されま

した。 
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＜自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画＞ 

「デジタル・ガバメント実行計画」や「デジタル社会形成基本法」等においては、情報シ

ステムの標準化・共通化やデジタル社会の形成のような、国と地方公共団体が連携し進めて

いくべき施策が多く盛り込まれました。これに対し、国と地方公共団体との連絡調整に関す

ることを所掌する総務省が、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化するととも

に、総務省及び関係省庁による支援策等を取りまとめたもので、令和２年 12 月に策定され

ました。 

また、この計画の内容について、自治体ごとに異なるデジタル・トランスフォーメーショ

ンの現状の進度に対し、着実に取り組みを進めていくことのできるよう、「自治体 DX 推進手

順書」が策定されました。 

なお、令和５年 12 月に改訂された DX 推進計画（第 2.2 版）と合わせて、人材育成・確

保基本方針において、DX 推進体制の構築に向けた取組内容として、職員のデジタル分野の知

識・スキル等の向上を図るなど、デジタル人材の育成・確保等について示されました。 

 
図表:自治体 DX 推進計画等の概要 

（出典）総務省「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画等の概要」 



 

第２章 計画策定の背景 12 

＜デジタル社会の実現に向けた重点計画＞ 

デジタル社会形成基本法に規定する重点計画、情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律に規定する情報システム整備計画および、官民データ活用基本法に規定する官民デ

ータ活用推進基本計画として令和 3 年６月 18 日に閣議決定され、デジタル社会の実現に向

けた取り組みの全体像について、司令塔であるデジタル庁のみならず、各府省庁の取り組み

も含め、工程表などスケジュールと合わせて明らかにするもので、各府省庁がデジタル化の

ための構造改革や個別の施策に取り組み、また、それを世界に発信・提言する際の羅針盤と

なるものです。 

 
図表:デジタル社会の実現に向けた重点計画の概要 

（出典）デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画（概要・簡易版）」 P7 令和 5 年 6 月 
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＜デジタル田園都市国家構想基本方針＞ 

地方の社会課題（人口減少、過疎化、産業空洞化等）に対し、地方における仕事や暮らし

の向上に資する新たなサービスの創出、持続可能性の向上、Well-being の実現等を通じて、

デジタル化の恩恵を国民や事業者が享受できる「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる

社会」を目指して、地方におけるデジタル・トランスフォーメーションを推進するものとし

て、令和４年６月に策定されました。 

 
図表:デジタル田園都市国家構想基本方針の全体像 

（ 出 典 ） 内 閣 官 房 デ ジ タ ル 田 園 都 市 国 家 構 想 実 現 会 議 事 務 局 「 デ ジ タ ル 田 園 都 市 国 家 構 想 基 本 方 針 に つ い て 」  P 2  令 和 ４ 年 ６ 月  
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＜大阪スマートシティ戦略＞ 

大阪府においても、人口減少・高齢化といった全国的な課題に加え、高度経済成⾧期に整

備された都市インフラやニュータウンの老朽化、行政サービスの持続性確保といった課題が

顕在化する中で、解決を図るため、ICT／IoT を活用したスマートシティの実現に向けた検討

が必要とされています。 

大阪のスマートシティ戦略では、住民の生活の質（ＱＯＬ）の向上を中心にとして「住民

サービス向上」、「都市戦略ビジョン」の２つの切り口から実装実験を進め、自動運転や次世

代型のオンデマンド交通サービスなどの移動交通分野や、行政手続きの電子化といった分野

からの取り組みを進めることとしています。令和４年３月に「大阪スマートシティ戦略 

ver.2.0」として、コロナ禍を踏まえたデジタル化による「都市免疫力の強化」、デジタル原

則を踏まえた「国のデジタル政策を先導する取組み」や、社会課題・地域課題の解決に向け

た「公民共同エコシステムの構築」が新たな理念として追加されました。 

 
図表:大阪スマートシティ戦略 ver.2.0 の概要 

（出典）大阪府「大阪スマートシティ戦略 ver.2.0 概要版」 
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２．２ 枚方市の情報化の現状 
 

（１） 情報化計画の経緯 

本市の情報化は、市税・住民記録等の基幹業務における一括システム処理（昭和 58 年度

～）を端緒とします。その後、高度情報通信社会への急速な進展や情報機器の低廉化等を受

け、『地域情報化計画(平成 9 年) 』、『行政情報化計画(平成 11 年) 』、『テレトピア計画(平成

12 年) 』を策定しました。平成 14 年 3 月には、『枚方市地域情報化計画（e-ひらかたアク

ション・プラン）』を策定し、それまで個別の計画として推進してきた地域情報化と行政情報

化を総合的に展開、平成 18 年の一部改訂を経て、市ホームページの開設、施設予約システ

ムの提供開始、証明書自動発行機の導入、市内小中学校・支所等の公共施設を結ぶネットワ

ークの整備、情報セキュリティポリシーの制定等を行ってきました。 

その後、情報通信技術の進展を踏まえ、さらなる「市民への行政サービスの向上」と「行

政事務の効率化」を実現するため、平成 23 年度からの 5 年間を計画期間とする『枚方市情

報化基本計画』（以下、「前計画」という）を策定し、取り組みを進めてきました。 

本計画（『第 2 次枚方市情報化計画』）では、平成 28 年度からの 4 年間を第 1 期、令和２

年度からの 4 年間を第 2 期として、本市の総合計画および国の情報化戦略を踏まえ、市の課

題解決を下支えするＩＣＴ施策の方向性を整理し、推進を図ってきました。 
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策定年月 枚方市 国の指針・計画・戦略等 

～平成 12 年 地域情報化計画、行政情報化計画、
テレトピア計画 

 

平成 13 年  IT 基本法施行、e-Japan 戦略 
平成 14 年 枚方市地域情報化計画 

(e-ひらかたアクション・プラン) 
 

平成 15 年  e-Japan 戦略 II  
平成 18 年 (計画の一部見直し) IT 新改革戦略 
平成 21 年  i-Japan 戦略 2015 
平成 22 年  新たな情報通信技術戦略 
平成 23 年 枚方市情報化基本計画  
平成 25 年  世界最先端 IT 国家創造宣言 
平成 2８年 第２次枚方市情報化計画 官民データ活用推進基本法施行 
平成 2９年  世界最先端 IT 国家創造宣言 

・官民データ活用推進基本計画 
デジタル・ガバメント実行計画 

平成３０年  デジタル手続法成立 
世界最先端デジタル国家創造宣言 
・官民データ活用推進基本計画 

令和元年  (計画の一部見直し) 
令和２年  

 
・自治体デジタルトランスフォーメーショ

ン（DX）推進計画 
令和 3 年  ・自治体 DX 推進手順書 

・デジタル社会形成基本法・標準化法施行 
・デジタル社会の実現に向けた重点計画 

令和４年  ・自治体 DX 推進計画 
・デジタル田園都市国家構想基本方針 

令和 5 年  (計画の一部見直し) 
令和 6 年   

令和７年以降   
図表:枚方市情報化計画の経緯概略 

第 1 期 

第２期 

 本計画 

第３期 
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（２） 第 2 次枚方市情報化計画 第２期取り組みの結果 

基本目標１:便利で豊かな暮らしを実現するスマートシティの推進 
取り組み:行政サービスのデジタル化による市民等の利便性向上 

主な実施施策 

【所管部署】 

行政手続のデジタル化による市民サービスの向上【ＤＸ推進課】 
軽自動車税関係手続きの電子化への対応【市民税課】 
おくやみ手続き窓口の設置【地域サービス課】 
マイナンバーカードを用いた保険資格確認等の導入【医事課】 
ＩＣＴによる図書館サービスの向上、（電子図書館の導入等）【中央図書館】 
スマートフォンを利用した新たな納付方法の導入【納税課、国民健康保険課】 
窓口でのキャッシュレス決済導入【市民室、文化生涯学習課、ＤＸ推進課】 
避難所の混雑状況の見える化【危機管理対策推進課】 
都市づくり情報ＤＸ推進事業【都市計画課】 
公衆無線ＬＡＮ等導入及びポータルサイトの構築事業【企画課、ＤＸ推進課】 
遠隔窓口相談事業【健康福祉部】 

成

果 

汎用的電子申請システムの導入・利用促進やぴったりサービスによる利用可能手続き

の拡充、軽自動車税関係手続きの電子化への対応など、行政手続きのオンライン化を進

めてきました。さらに、北部リーフにおいて、相談・案内業務や申請手続き等を本庁舎

や保健センターと連携するリモート対応について、試行実施しました。 

また、市税および保険料等を、スマートフォンアプリ等を利用し自宅にいながら納付

できる仕組みや、証明発行手数料および施設使用料等の支払い窓口においてキャッシュ

レス決済端末を導入し、多様な支払方法の選択が可能な環境を構築しました。 

そのほか、避難所の開設・混雑状況がリアルタイムに反映される情報提供の仕組みや

都市づくりに係る情報を一元化した情報収集コーナーを設置しました。 

公共施設で誰もが便利に情報を享受できる環境を提供するため、タッチパネル式のデ

ジタルサイネージを導入するとともに、公衆無線ＬＡＮを設置したうえ、多種多様な市

民ニーズに応えるポータルサイトを構築しました。 

課

題 

行政手続きのオンライン化について、多様な申請への対応を進めているものの、年間

申請件数が多く見込まれるオンライン化未対応の手続きについて、市民の利便性向上や

業務効率化の観点もふまえ引き続き対応の検討を進める必要があります。また、窓口の

ワンストップ化や、リモート対応に関しては北部リーフでの試行結果を踏まえ、令和６

年度にオープン予定である③街区の市民窓口や支所等での実施手法について検討を行う

必要があります。また、ポータルサイトについては、より多くの市民の利用につながる

よう、より関心の高い情報発信や利便性の向上、様々な広報媒体を用いた周知を図ると

ともに、導入したデジタルサイネージや公衆無線ＬＡＮ等の利用状況、満足度の計測に

よる改善の必要があります。 
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取り組み:一人ひとりに行き届き、分かりやすい行政の推進 

主な実施施策 

【所管部署】 

LINE を活用したオンラインサービスの統合的な提供【ＤＸ推進課】 

保育ＩＣＴシステム導入【公立保育幼稚園課】 

留守家庭児童室ＩＣＴシステム導入【放課後子ども課】 

ひとり親相談 LINE・ひとり親家庭応援ガイドシステム導入【子ども相談課】 

福祉サービス検索システム導入【健康福祉総合相談課】 

成

果 

LINEアプリ上に枚方市の公式アカウントを開設することで、幅広く周知したいお知らせ

や緊急情報の通知、各種サービスへ容易にアクセスできる仕組み作りを行いました。 

保育現場においては、登園管理や保護者との連絡帳機能、出欠・お迎え管理、 保育日

誌、保育計画等の帳票作成機能を有するシステムを導入しました。また、留守家庭児童会

室にも同様のシステムを導入し、職員および保護者の負担軽減・利便性向上を進めました。 

スマートフォン等を利用して自分が対象となる支援制度を見つけることができる「ひと

り親家庭応援ガイドシステム」や「福祉サービス検索システム」を導入しました。また、

窓口へ来なくても相談員と相談できる「ひとり親相談 LINE」を導入しました。 

課

題 

公式 LINE は市の多種多様な事業についての情報発信を行うことから、各個人のニー

ズに即した情報提供の手法には改善の余地があります。 

また、スマートフォン等を活用した情報提供を進めていく一方で、情報機器の保有・

使用に障壁のある人への対応についても、合わせて検討を進める必要があります。 

取り組み:子どもたちの生きる力を育む、情報化を通じた教育環境の充実 

主な実施施策 

【所管部署】 

小中学校教育用ＩＣＴ環境の整備【教育研修課】 

子どもの相談体制の充実について【子ども青少年政策課、子ども相談課】 

子ども見守りシステム導入【子ども青少年政策課】 

成

果 

小中学校においてタブレット型端末やＩＣＴ支援員によるサポート体制を整備し、授

業でのＩＣＴ活用を進めました。 

また、タブレット型端末を活用し、子どもが日々の体調や気持ちを入力することで、

先生が小さな変化をキャッチできるようにする機能と、友達のことや家族のことなど

様々な悩みを相談できる機能を併せ持つアプリケーション「ぽーち」の導入と、子ども

と家庭への支援を迅速化するため、支援に必要な情報を一元管理する「子ども見守りシ

ステム」の導入を通じて、いじめや不登校等さまざまな子どもの課題を早期発見・早期

解決できる環境整備を行いました。 

課

題 

教育現場におけるＩＣＴ利活用にあたっては、教職員の負担軽減のため、校務のさら

なる効率化に向けた取り組みについても進めていく必要があります。 
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取り組み:オープンデータの活用等、多様な主体との協働を促進する情報化の推進 

主な実施施策 

【所管部署】 
（研究・検討のみ） 

成

果 

オープンデータ利活用について、大阪府主催のデータ利活用ワークショップや、大阪広

域データ連携基盤（ORDEN）の市町村向け勉強会へ参加し、府下の動き等もふまえた検

討や、新たなオープンデータを公開するなどの取り組みの拡充を実施しました。 

課

題 

本市のみが提供できるデータ、様々な分野での基礎資料となり得る信頼性の高いデー

タ、リアルタイム性を有するデータのような利用ニーズの高いデータの公開促進や、既存

の公開データについて機械判読性の強化に取り組んでいく必要があります。 

取り組み:ICT／IoT を活用した都市機能の強化（防災、安心・安全等） 

主な実施施策 

【所管部署】 

避難行動要支援者名簿システムの導入【危機管理対策推進課】 

公民連携によるスマート街路灯等の実験【政策推進課】 

成

果 

災害発生時の避難に特に支援を要する避難行動要支援者（要介護の高齢者、身体障害者、

知的障害者、精神障害者、難病患者等）の名簿管理をシステム化することにより、名簿の

更新頻度を向上させ、平常時の地域防災活動や災害時の安否確認等における活用を進めま

した。 

また、公民連携により、人流データを把握・解析できるネットワークカメラを搭載した

スマート街路灯の設置など、IoT を活用した社会実験を実施しました。 

課

題 

本部と災害現場・避難所等との情報共有に改善を要するなど、さらなる危機管理機能の

強化が望まれます。 

また、ICT/IoT を活用した都市機能強化に向けては、地域の課題に応じて、様々なコン

テンツを組み合わせた面的な展開が必要です。 
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基本目標２:情報化の取組みを支えるＩＣＴ基盤の強化 
取り組み:情報セキュリティ対策のさらなる強化 

主な実施施策 

【所管部署】 
経常業務のため、個別施策なし 

成

果 

標的型攻撃への対応訓練やセキュリティ研修の実施など人的な側面においてもセキュ

リティ向上を図るとともに、対策、運用の実効性確保のため、情報システムのセキュリ

ティ監査等の取り組みを行ってきました。 

また、年に一度「枚方市情報セキュリティポリシー」の見直しを実施しており、多様

化、高度化しているコンピューターウイルス等の脅威に対して、情報セキュリティ対策

を継続して強化しています。 

課

題 

ＡＩやクラウドサービス等、先進技術の活用に向けては、セキュリティ確保と業務効

率化、利便性向上との両立が課題です。 

また、職員の業務効率化を図る取り組みを進めるうえでは、情報セキュリティ対策の

徹底が必要となるため、研修や内部監査等を通じて、全職員が情報セキュリティ対策の

重要性を理解し遵守する環境づくりが求められます。 

取り組み:ＩＣＴ基盤の集約・効率化、安定稼働の確保 

主な実施施策 

【所管部署】 

戸籍総合システムの再構築【市民課】 

業務効率化のためのＩＣＴ基盤整備【ＤＸ推進課】 

成

果 

戸籍総合システムについて、システムを更改することで、引き続き安定的な運用を可能

としました。 

ＩＣＴ基盤整備として、職員の労働生産性の向上や業務効率化を進めるため、遠隔地

とコミュニケーションの取れるテレビ会議システムの導入、移動先でも業務が行えるモ

バイルワークの実現、モバイル端末や無線環境などの整備を行いました。 

課

題 

ＩＣＴ基盤の安定稼働を確保するために、クラウドサービス等の採用による一層の効

率化について検討する必要があります。 

また、継続してサーバ機器等のさらなる集約化によるコスト縮減、ネットワーク管理

運用負荷の軽減を図ることが求められます。 
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取り組み:データセンタ／クラウドの活用推進 

主な実施施策 

【所管部署】 
（研究・検討のみ） 

成

果 

他団体とのシステム共同利用について、大阪府下で複数自治体との検討を行うととも

に、中核市⾧会で実施された自治体クラウド研究会へ参加し、中核市規模における住民

情報系システムの共同化に向けた検討を進めてきました。 

課

題 

自治体規模の違いによる要求機能の差異等の問題から、実現への具体的な合意形成に

至るまでに課題があります。 

全国的に中核市規模における共同利用の実績は未だ乏しい状況ですが、システム標準

化等の準備と並行して、将来的なシステムの共同利用に向けた体制を検討しておく必要

があります。 
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基本目標３:スマート自治体へと転換を図るデジタル化の推進 
取り組み:業務プロセス・システムの標準化・共同化（自治体クラウド等）の推進 

主な実施施策 

【所管部署】 

情報システムの標準化・共通化【ＤＸ推進課、市民課、選挙管理委員会事務局、

国民健康保険課、後期高齢者医療課、年金児童手当課、市民税課、⾧寿・介護

保険課、母子保健課、障害企画課、障害支援課、生活福祉課、保育幼稚園入園

課、学校支援課】 

成

果 

住民記録、税務など全国の自治体共通の事務で利用する情報システムは、各自治体が

個別に構築・カスタマイズしてきたことにより、維持管理や制度改正などの対応に人的、

財政的負担が生じており、様式などの差異が住民等の負担にもつながっています。 

これらの課題を解消し、市民の利便性向上と行政運営の効率化を図るため、「地方公共

団体情報システムの標準化に関する法律」の対象 20 業務について、令和７年度末までを

目標に、国が定める標準仕様に適合したシステム移行の準備を行いました。 

課

題 

システム標準化に伴い、担当職員の操作方法や業務プロセスが大きく変わる場合があ

り、担当職員が新しいシステムに適応するのに時間を要する可能性があります。 

また、短期間でデジタル庁が定める標準システムへ移行を完了させなければならない

ため、引き続き、国や他自治体の動向を注視しつつ、施策を進めます。 
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取り組み:デジタル化による効率的で持続可能な行政事務の実現 

主な実施施策 

【所管部署】 

端末管理（シャットダウン）システムの導入【職員課】 

ＩＣＴを活用した業務効率化（ＡＩ－ＯＣＲ、ＲＰＡ）【ＤＸ推進課】 

固定資産税課税システムと法務局電子データとの連携【資産税課】 

建築行政データベースシステムの導入【開発調整課・審査指導課】 

成

果 

端末管理（シャットダウン）システムを導入することで、管理職員の労務マネジメン

ト力の向上、時間外勤務の事前申請の徹底による⾧時間労働の縮減、健康障害の防止に

努めました。 

ＩＣＴを活用した業務効率化として、申請書の手書き文字をＡＩ－ＯＣＲにてデータ

化を行い、さらにＲＰＡを用いて各業務システムへの自動入力を順次展開しました。 

固定資産税業務においては、法務局連携システムを導入し、法務局からの登記異動通

知の電子化およびオンライン化に対応しました。 

建築行政データベースシステム導入については、建築基準法に基づき義務付けられて

いる建築物台帳を電子化することで、指定確認検査機関の確認処分に係る報告受領業務、

窓口における証明発行業務、データ検索による調査・集計業務や事故防止対策業務等の

迅速化を実現し、市民サービスの向上を図りました。 

保育所申込業務では、電子申請フォームの質問に答えれば来庁予約と申請書作成が同

時にできる仕組みを構築し、市民の待ち時間や窓口応対時間を削減しました。 

課

題 

デジタル化による効率的な行政事務に関する取り組みを推進するためには、継続して

現行の業務プロセスやシステム、データ管理状況を全体的に把握し、業務の問題点を改

善していく必要があります。 

また、クラウドサービスや業務自動化ツール、ＡＩ等を活用した職員の業務支援等の

一層の効率化についても、導入に向け調査、検討が必要です。 
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取り組み:施策立案・計画決定等を支援するデータ利活用（情報分析・見える化等）の推進 

主な実施施策 

【所管部署】 
人流データ分析サービスの活用【企画課】 

成

果 

人流データ分析ツールの積極的な利活用を促すほか、事業の効果検証等におけるデー

タ取得を促すことで、職員におけるＥＢＰＭの意識醸成やデータ利活用スキルの向上に

取り組みました。この分析サービスを契機として、他部署において、それぞれの取り組

みにより合致した分析サービスの導入も行われていることから、人流データ分析の有用

性を示す当初の目的を達成できたものと判断しています。 

国が定める「地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック」等を踏まえ、オープ

ンデータの公開により地域の活性化に寄与するため、公共データをホームページ上で公

開しました。統合型地図情報システム（ＧＩＳ）については、庁内での利活用促進を継

続して行っており、データ利活用に係る職員のリテラシ向上とともに、潜在的な利活用

ニーズの深堀を進めました。 

課

題 

より効果的な政策を推進するためには、政策課題の把握や政策の効果検証において、

より質の高いデータを利活用する必要があり、全庁業務の実績や進捗確認における有効

なデータの収集に努めるとともに、引き続き、職員のデータ分析スキル向上を図ってい

きます。 

公共データを公開することで自治体の透明性が向上する一方で、公開するデータから

個人情報の除外や、匿名化等の個人情報保護の徹底が引き続き求められるとともに、デ

ータを公開するだけではなく、そのデータがどのように活用されるかを考慮し、利用を

促進する仕組みを検討する必要があります。統合型地図情報システム（ＧＩＳ）につい

ては、データの正確性によってシステムの有用性が大きく左右されるため、引き続き、

データの収集・更新を適切に実施します。 

 



 

 

25 第３章 基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  基本目標 

 

＜本章の内容＞ 

総合計画や国の情報化戦略等に示される諸課題に対応す

るため、３つの柱となる目標を示し、その実現に必要な取

り組みを推進します。 
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３．１ 情報化の基本目標 
本市の総合計画および国の情報化戦略等を受け、特に昨今では、制度や組織のあり方

等をデジタル化に合わせて変革していく、社会全体のデジタル・トランスフォーメーシ

ョン（ＤＸ）が求められていることを踏まえ、本計画で目指す「情報化の基本目標」に

ついて、その位置づけや内容を一部見直し、以下のとおり設定します。 

基本目標に基づく情報化の取り組みを推進することで、本市の総合計画に掲げられる

各施策を効果的・効率的に推進し、目標達成を図ります。

 
   図表:情報化の基本目標 

 

【市の総合計画】 
（情報化の課題認識と取り組みの方向性） 
・電子自治体推進による行政サービ
ス向上 

・市政情報等の発信による地域課題
等の共有 

・個人情報漏洩・システム障害に対
する情報セキュリティ対策の推進 

・事務効率化による、持続可能な行
財政運営への寄与 

【国の情報化戦略等】 
・利用者中心の手続きオンライン化 
・クラウド利用、デジタルデバイド対

策、オープンデータの推進・官民デ
ータ活用の推進、情報システムの標
準化・共通化、共同利用の推進 

・紙からデジタルへ転換、AI・RPA
等を活用し、スマート自治体を実現 

・IoT 等を活用したまちづくり、スマ
ートシティの推進 

【基本目標１】 
あらゆる主体が便利さ・豊かさを享受できるデジタル社会の推進 

 

市の事業施策を効果的・効率的なものへ 
めざすべき自治体ＤＸの実現を見据えた情報化を推進 

 【基本目標２】 

安全で持続可能な情報化の取 り組みを支えるＩＣＴ基盤の強化 

【基本目標 3】 

スマート自治体への転換に向けたデジタル・トランスフォーメーションの推進 
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３．２ 各目標の設定趣旨 
 

（１） あらゆる主体が便利さ・豊かさを享受できるデジタル社会の推進 

 

（概要） 

あらゆる世代や、さまざまな状況に置かれている利用者の視点においても、利便性を

感じられるような行政サービスのデジタル化を推進します。また、情報技術を活用する

ことにより、市民が豊かに安全に暮らせる社会の実現に寄与します。 

 

 

（目標設定の趣旨） 

2020 年に「第５世代移動通信システム（5G）」の提供が開始され、「高速大容量」「低

遅延」「多数同時接続」が可能なネットワークが実現され、生活、経済、社会基盤におけ

る普及展開が期待されています。また、新型コロナウイルス感染症の流行に端を発し、

デジタルを活用した非接触、非対面型のサービス提供が求められるようになりました。

今後も、各種サービスや業務の自動化、省力化、効率化の観点からこうした傾向が続く

とみられ、新型コロナウイルス感染症に関する各種制限の緩和に伴い、多様な業種にお

けるデジタル技術のさらなる活用も見込まれます。 

このような社会的背景をふまえ、市民生活の質の向上や利便性の向上を図るため、行

政の相談や手続きの遠隔対応や、電子申請の拡充など、行政サービスのデジタル化を推

進します。なお、デジタル化の推進については、地理的制約、年齢、性別、障害や疾病

の有無、国籍、経済的事情に関わらず、誰もが等しく行政サービスを享受できるよう、

わかりやすく市民目線で取り組む必要があります。 

また、産官学等の保有するオープンデータやＩＣＴ、ＩｏＴ技術を、公民連携等を通

じた柔軟性と多様性の視点から効果的に活用することで、地域課題の解決や新たな価値

を創造するなど、スマートシティの実現に向けて取り組む必要があります。 

情報技術を積極的に活用することにより、出産、子育て、就学から医療、健康増進な

どライフステージの変遷に即した支援体制の充実や、災害時の対応、犯罪や交通事故防

止の取り組みの強化などを通して安全・安心なまちづくりを進める必要があります。 

以上の課題に対し、デジタル技術を活用して行政サービス、都市機能を強化し、市民

生活の質的向上を図るため、目標として設定します。 
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（２） 安全で持続可能な情報化の取り組みを支えるＩＣＴ基盤の強化 

 

（概要） 

情報化の取り組みを支える機器・通信ネットワーク等のＩＣＴ基盤について、Ｓａａ

Ｓ、ＰａａＳ、ＩａａＳ等のクラウドサービスを活用することで、安定的な基盤確保や

費用の最適化を図ります。また、業務の円滑化を目的として、他の公的機関との情報連

携基盤の整備について検討を進めます。こうした情報システムの多様化にともない、さ

まざまなセキュリティ脅威も懸念されることから、さらなるセキュリティ対策の強化を

推進します。 

 

（目標設定の趣旨） 

情報化の取り組みを下支えするＩＣＴ基盤については、大型のホストコンピュータに

始まり、低廉、小型で特定メーカーに依存しない機器（オープンシステム）の普及を経

て、機器の仮想化技術により再び集約化が進められ、近年では大規模なデータセンタか

ら通信経由で仮想化されたコンピュータ資源を提供するクラウドサービスが規模を拡大

しつつあるなど、技術革新やデジタル市場の潮流の変化とともに最適化が進められてき

ました。 

本市においては、端末環境の仮想化や庁内システムの統合的な仮想基盤の構築により、

効率的かつ安定的な運用管理環境と運用コストの低廉化を実現してきました。一方で、

多くの庁内システムはオンプレミス環境での利用に留まっており、昨今の目覚ましい発

展を遂げるＳａａＳ、ＰａａＳ、ＩａａＳ等のクラウドサービスへの本格的な移行、活

用により、柔軟性や安全性、可用性の高いＩＴインフラの確保が望まれています。 

また、国や他自治体などの行政機関、準公共サービス等との情報連携を推進すること

により、一元的な公共サービスを、円滑に提供することが可能な仕組みづくりが求めら

れています。 

上述のような先進的で利便性の高いサービスの導入や、シームレスなデータ連携基盤

の取り組みを下支えするものとして、情報セキュリティ対策の強化が不可欠です。デジ

タル技術の進歩にともない、サイバー攻撃等の脅威についても高度化、多様化が続いて

います。個人情報等の重要情報を取り扱う主体として、人的、技術的、物理的観点から

セキュリティ対策の強化を図る必要があります。 

以上の課題に対し、本市においては、全庁的な研修の実施やセキュリティポリシーの

改訂などの取り組みを進めてきましたが、さらなる情報化の推進に向けた一層の対策強

化を進めるものとして、目標を設定します。 
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（３） スマート自治体への転換に向けたデジタル・トランスフォーメーションの推進 

 

（概要） 

生産年齢人口のさらなる減少が見込まれるなかで、行政事務の効率化を進め、捻出さ

れた人材、財源を活用した行政サービスの充実が求められています。業務システムの標

準化、共同化の実施により、高いサービスレベルを維持するとともに、運用効率化やコ

スト適正化を図ります。また、行政事務におけるＡＩ・デジタル技術の導入について、

デジタル人材の確保、育成や既存の業務プロセス全体の見直しも進めることで、持続可

能な業務効率化を図ります。 

 

（目標設定の趣旨） 

生産年齢人口は依然として減少傾向にあり、こうした傾向は今後も継続することが見

込まれています。経営資源を有効活用し満足度の高い行政サービスを提供し続けるには、

対外的な仕組みだけでなく、内部的な業務環境、業務プロセスにおいてもデジタル技術

を活用し、自治体全体としてのデジタル・トランスフォーメーションを推進する必要が

あります。これまでにもデータ処理や書類作成、労務管理業務の効率化などに取り組ん

できましたが、それぞれの業務の包括的な見直し・改善を前提としたＡＩ・デジタル技

術の活用を推進します。 

令和７年度末までに、住民記録、地方税、福祉などの主要 20 業務における情報システ

ムを、国の定める標準仕様に準拠するよう転換し、維持管理の負担軽減を図ります。ま

た、前述の業務に限らず、情報システムの他自治体との共同利用による、コスト適正化

や運用効率化を図ります。 

行政事務におけるＡＩ・デジタル技術の活用については、業務の効率化に貢献できる

場面において積極的に取り入れていくとともに、利用する職員の情報技術に関するスキ

ルにとらわれない、柔軟で継続的に運用できる仕組みづくりを進めていきます。  

また、持続的な業務体制の整備の一環として、デジタル人材の確保、育成のための取

り組みを進めていきます。 

さらに、政策課題の把握や政策の効果検証においてデータの利活用を推進することで、

政策分析精度の向上を図り、効果的な政策立案に寄与します。 

以上の考え方に基づき、業務システムの標準化による運用管理コストの低減や、ＡＩ

等の導入による業務効率化、データ利活用を推進することで、個々の職員が市民対応等

の業務に注力できる環境を整備し、「スマート自治体」への転換を図るため、目標として

設定します。 
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第４章 期別取り組み（第３期） 
 

 
 

 

＜本章の内容＞ 

前章の基本目標を受け、第３期（令和６年度から 4 年間）

に取り組む情報化の方向性を示します。 
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４．１ 第３期 取り組みの構成 
 

「基本目標」の実現のため、各目標における第３期（令和６年度からの 4 年間）の取り組

みについて、下表のとおり設定を行いました。 

 

基本目標 第３期の取り組み 

あらゆる主体が便利さ・ 

豊かさを享受できる 

デジタル社会の推進 

市民目線での利便性向上を目指す 

行政手続きのデジタル化 

誰一人取り残されない、 

みんなにやさしい行政の推進 

デジタル技術を活用した子育て・教育環境の充実 

官民協働や地域課題の解決を目指す 

スマートシティの取り組みの推進 

市民の安全・安心な暮らしを守る情報技術の活用 

安全で持続可能な 

情報化の取り組みを支える 

ＩＣＴ基盤の強化 

デジタル化を見据えた情報セキュリティ対策の推進 

円滑な業務に資する情報連携基盤の整備 

ＩＣＴ基盤の集約・効率化、安定稼働の確保 

ＳａａＳ、ＰａａＳ、ＩａａＳ等 

クラウドサービスの活用促進 

スマート自治体への 

転換に向けた 

デジタル・トランスフォー

メーションの推進 

業務システム標準化・共同化の実施 

ＡＩ・ＩＣＴを活用した 

柔軟で持続可能な業務プロセスの効率化 

施策立案・計画決定等に寄与する 

データ利活用の推進 

図表:第３期の取り組みの構成 
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４．２ 第３期 取り組みの詳細 
 

（１） 『あらゆる主体が便利さ・豊かさを享受できるデジタル社会の推進』における取り組み 

 

取組１－１ 市民目線での利便性向上を目指す行政手続きのデジタル化 

設定の背景 

第２期の取り組みにおいては、電子申請システムの導入・利用促進、窓口に

おけるキャッシュレス決済の導入やマイナンバーカードを用いた保険資格確認

等の導入などの施策を実施してきました。 

この間、国の戦略等においては、「デジタル田園都市国家構想基本方針」が

策定され、マイナンバーカードが持つ本人確認・認証機能を徹底的に利活用す

るなど、マイナンバーカードの普及促進・利活用拡大について示されました。 

施策の方向性 

公的個人認証サービスを用いたオンライン手続きのさらなる拡充や、市民サ

ービスにおけるマイナンバーカードの利活用を進めます。また、書面・対面の

行政手続きについても既存のルールや慣行、業務プロセスを見直し、電子申請

システムや遠隔窓口システム等を柔軟に組み込み、オンライン完結が可能な仕

組みづくりを進めます。 

これらの施策においては、単に電子化することにとらわれず、利用者目線で

の利便性向上を第一とする「サービスデザイン思考」により対応していきます。 

期待する効果 

・窓口にとらわれない行政サービス提供による市民利便性の向上 

・窓口来庁時の待ち時間短縮、手続きの省力化 

・マイナンバーカードの活用による、円滑な行政手続きの実現 

関連する 
法令・制度・指針等 

【自治体 DX 推進計画】 

自治体 DX の重点取組事項（マイナンバーカードの普及促進） 

自治体 DX の重点取組事項（自治体の行政手続のオンライン化） 

【デジタル田園都市国家構想基本方針】 

 

取組１－２ 誰一人取り残されない、みんなにやさしい行政の推進 

設定の背景 

これまで行政手続きのデジタル化やインターネット、ＳＮＳを活用したさま

ざまな行政サービスに係る情報発信の基盤づくりを進めてきました。一方で、

パソコン、スマートフォン等の情報機器の利用が困難な市民等が、変わらず情

報やサービスを享受できる対策を講じる必要があります。 
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施策の方向性 

また、主要施設における専用ポータルサイトやポータルサイト閲覧のための

フリーWi-Fi、窓口への来庁者に関連する情報を発信するデジタルサイネージを

整備するなど、それぞれが関心度の高い情報へ容易に負担なくアクセスできる

環境を構築します。 

「書かない」「待たない」「回らない」窓口の実現を目的として、窓口 DXSaaS

の導入や、遠隔窓口システムを利用した申請受付、相談対応、ワンストップ化

等によるフロントヤード、バックヤード双方の改革を推進します。 

地理的な制約、年齢、性別、障害や疾病の有無、国籍、経済的な状況等にかか

わらず、誰もがデジタル化の恩恵を享受できるよう、環境整備に努めます。 

期待する効果 
・手続きに要する市民や事業者の負担低減 

・誰もが簡単に必要とする情報へアクセスできる環境の実現 

関連する 
法令・制度・指針等 

【デジタル社会の実現に向けた重点計画】 

国民に対する行政サービスのデジタル化 

【自治体 DX 推進手順書】 

自治体 DX の取組みとあわせて取り組むデジタル社会の実現に向けた取組み 

（デジタルデバイド対策） 

 

取組１－３ デジタル技術を活用した子育て・教育環境の充実 

設定の背景 

国は平成 29 年 12 月に「平成 30 年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備

方針について」を通知し、新しい学習指導要領の実施に向けたＩＣＴ環境の必

要性や、具体的な整備の方向性を示しました。 

令和元年６月には「学校教育の情報化の推進に関する法律」が施行され、同

法の規定に基づき策定された「学校教育情報化推進計画」（令和４年 12 月文部

科学省）においては、ＩＣＴを活用した児童生徒の資質・能力の向上や校務の

効率化、ＩＣＴ活用のための環境整備などが掲げられています。 

本市では、教育のＩＣＴ環境整備として、小中学校へのタブレット型端末や

教育コンテンツ等の整備、子どもの課題の早期発見・解決につなげるアプリケ

ーションの活用等に取り組んできました。また、子育て分野においては、保育

現場へのＩＣＴシステムや手続きガイドシステムの導入により、保護者に寄り

添う情報の充実化と利便性向上を図りました。 

施策の方向性 

 タブレット型端末について、５年毎の更新にあたり次期端末の仕様を決定し

て安全かつ円滑に切替え、さらなる利活用により個別最適な学びと協働的な学

びを一体的に充実させます。また、校務の情報化においては、次世代の校務支

援システムへの移行を検討し、学習系・校務系ネットワークの統合、ダッシュ

ボード実装等の基盤整備に取り組み、校務のデジタル化・標準化を推進します。 
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期待する効果 
・校務へのデジタルの活用による、教職員の負担軽減と保護者の利便性向上  

・子どもたちの情報活用能力の育成等、教育の質の向上 

関連する 
法令・制度・指針等 

【デジタル社会の実現に向けた重点計画】 

安全・安心で便利な暮らしのデジタル化 

【その他】 

学校教育情報化推進計画（令和４年 12 月文部科学省） 

 
 

取組１－４ 官民協働や地域課題の解決を目指すスマートシティの取り組みの推進 

設定の背景 

総合計画では、市民、市民団体、事業者などのあらゆる主体がまちづくりの

担い手となり、互いに連携していく必要があるとし、まちづくりの推進を支え

る施策として「市民との情報の共有化」を掲げ、ＩＣＴの役割を位置付けてい

ます。 

国の情報化戦略においては、データを新たな資源として利活用していくこと

が戦略の柱となっており、平成 29 年には内閣官房が「オープンデータ基本指針」

を決定、地方公共団体においても、「自治体 DX 推進計画」においてその保有す

る公共データの積極的な公開が示されています。 

本市では、平成 27 年度からオープンデータの公開を開始し、その後アイデア

コンテストの開催によるデータ公開ニーズの把握等、市民等と協働した取り組

みを進めてきました。また、市の管理する道路等の不具合について、スマート

フォン等で市民からの通報を受け付けるサービスの試行実施や公開データの拡

充等の取り組みを行ってきました。 

施策の方向性 

情報伝達の即時性や双方向コミュニケーション等が可能なＩＣＴの特性を活

かした、市民等との効率的な情報発信・共有に取り組みます。 

また、都市づくり情報を集約した公開型ＧＩＳの構築、市の保有する情報の

オープンデータ化の一層の推進等、産官学等のさらなる協働を図ります。 

スマートシティの実現に向けては、モビリティなど様々な分野における最新

のデジタル技術を活用したスマートサービスについて、新たなまちづくりが進

む枚方市駅周辺での導入の可能性について検討するとともに、事業者等との連

携による持続可能なサービス提供の仕組みについても検討します。 

期待する効果 

・市政情報の効果的な発信による行政の透明性・信頼性の向上 

・オープンデータの活用やスマートシティの取り組みを通じた住民や事業者と

連携した地域課題の解決、行政事務の効率化、新たなサービスの創出 

関連する 
法令・制度・指針等 

【自治体 DX 推進計画】 

各団体において必要に応じ実施を検討する取組 

（オープンデータの推進・官民データ活用の推進） 
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取組１－５ 市民の安全・安心な暮らしを守る情報技術の活用 

設定の背景 

 本計画第２期においては、災害発生時の避難行動要支援者名簿の管理をシス

テム化するなど、防災対策の強化に取り組んできました。都市機能の強化の観

点から、様々な分野における先進技術の活用を引き続き進めていく必要があり

ます。 

 また、その他の部門や健康、医療、介護などの準公共サービスにおいても、

個人の健康増進や事務効率化、効果的なサービスの提供を継続するうえでデジ

タル技術の活用が不可欠です。 

施策の方向性 

防災分野においては、災害時の適切かつ迅速な支援体制をさらに強化するた

め、備蓄の在庫・運搬管理を行うシステムの導入に向けて取り組みます。 

また、誰もが抵抗なく利用できるような、チャットツールを活用した人権相

談の体制を構築するなど、住民生活の質の向上に努めます。 

期待する効果 
・情報技術の活用による防災計画の充実および災害対応の円滑化 

・誰もが安心して利用できる行政サービスの質的向上 

関連する 
法令・制度・指針等 

【デジタル社会の実現に向けた重点計画】 

安全・安心で便利な暮らしのデジタル化 
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（２） 『安全で持続可能な情報化の取り組みを支えるＩＣＴ基盤の強化』における取り組み  

 

取組２－１ デジタル化を見据えた情報セキュリティ対策の推進 

設定の背景 

標的型攻撃やランサムウェア等、巧妙な攻撃手法が台頭し、情報セキュリテ
ィの脅威は進化し続けています。加えてＡＩやクラウドサービスの進展等、Ｉ
ＣＴがその役割を拡大する中で、新たな技術を安全・安心に活用していくには、
多角的な視野からリスクを評価し、必要なセキュリティ対策を施す必要があり
ます。 

本計画第２期においては、研修・訓練などの経常的なセキュリティ対策を実
施したほか、新型コロナウイルス感染症拡大にともなう新たな技術の活用や、
情報セキュリティをとりまく情勢の変化に対応する情報セキュリティポリシー
の改訂を行ってきました。 

施策の方向性 

クラウドサービス、ＡＩ等の今後の導入・活用と合わせて、ＥＤＲ（Endpoint 

Detection and Response）のような万一の侵害時に即応可能な仕組みの導入

やネットワーク環境の見直しなど、必要となるセキュリティ対策を検討します。

また、継続したセキュリティ確保のため、「物理的対策」「技術的対策」のほ

か、情報セキュリティ監査や訓練、研修等の「人的対策」を実施します。 

期待する効果 

・セキュリティ対策による、個人情報等の重要情報の保護の強化 

・本市職員等における高いセキュリティ意識の醸成 

・市民等が安心して利用できるシステムの環境整備 

関連する 
法令・制度・指針等 

【デジタル社会の実現に向けた重点計画】 

デジタル社会を支えるシステム・技術 

【自治体 DX 推進計画】 

重点取組事項（セキュリティ対策の徹底） 

 

取組２－２ 円滑な業務に資する情報連携基盤の整備 

設定の背景 

 令和４年６月に「デジタル田園都市国家構想基本方針」が策定され、「全国

どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」のビジョンを実現するための取り

組みとして、国・地方・準公共・企業間におけるサービス利活用を促進するた

めのデータ連携基盤の構築が挙げられています。 

 府は「大阪スマートシティ戦略 ver.2.0」にて、府域全域へのスマートシティ

の展開をめざす取り組みとして「大阪広域データ連携基盤（ORDEN）」を構築

し、活用を進めているところです。 

施策の方向性  多様な主体とシームレスな情報連携が可能な基盤の活用を検討します。 

期待する効果 
・国や自治体等の間での情報連携による市民の利便性向上 

・関連業務との連携による円滑な行政事務の実現 
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関連する 
法令・制度・指針等 

【デジタル田園都市国家構想基本方針】 

構想実現に向けた取組方針（データ連携基盤の構築） 

【大阪スマートシティ戦略】 

 

取組２－３ ＩＣＴ基盤の集約・効率化、安定稼働の確保 

設定の背景 

 本市では、職員一人一台への端末配備や通信ネットワークなど情報システム

の利用を支える基盤の整備を進めてきました。 

本計画第２期の取り組みにおいては、情報セキュリティ対策の実施と合わせ、

リソースの柔軟な活用と安定的な稼働を行うため、仮想基盤の構成を見直しま

した。 

新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴い、自宅等の遠隔地においても柔

軟な業務対応が不可欠となったことを受け、モバイルワーク端末や Web 会議シ

ステム等の環境基盤の整備を行いました。 

また本市では、災害等の非常時における情報システム部門の業務継続計画 

（ICT-BCP）を運用しており、今後も継続して環境整備を行っていく必要があ

ります。 

施策の方向性 

 管理運用のさらなる効率化と安定化のため、仮想基盤を活用したサーバ機器

のさらなる集約化を図ります。職員の利用する端末を軽量化・無線化し、容易

に持ち運び可能とするなど、柔軟で機動性の高い執務環境を整備します。 

期待する効果 

・サーバ機器等のさらなる集約化によるコスト縮減、職員管理負荷の軽減 

・非常時を含む、情報システムの安定稼働の確保 

・フレキシブルな業務環境の整備による職員の生産性向上 

関連する 
法令・制度・指針等 

【自治体 DX 推進計画】 

重点取組事項（テレワークの導入） 
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取組２－４ ＳａａＳ、ＰａａＳ、ＩａａＳ等クラウドサービスの活用促進 

設定の背景 

 ＩＴインフラやソフトウェアの開発環境等を提供するクラウドサービスは、

事業環境の変化に柔軟に対応でき、最新技術の導入が容易である、庁外の堅牢

なデータセンタにハードウェアが設置されることから一定の対災害性が見込め

る等の理由から、需要が高まりつつあります。 

 地方公共団体においても、住民記録や税情報などの基幹システム等の構築が

可能なシステム基盤として、デジタル庁がガバメントクラウドの整備を進めて

いるなどクラウドサービスの利用拡大が進みつつあります。クラウドサービス

を活用することにより、運用コスト削減、情報システムの迅速な構築と柔軟な

拡張、容易なデータ移行およびデータ連携、運用管理の負担が軽減できるとさ

れています。 

施策の方向性 

 取り組み３－１に掲げる標準準拠システムへの移行について、ガバメントク

ラウド上への構築による運用コストの適正化に努めます。そのほか、クラウド

サービスを活用した効率的な業務運用について検討します。 

期待する効果 

・サーバ等のＩＴインフラ運用経費の適正化 

・職員の運用管理負担の低減 

・クラウド事業者の提供する新技術・サービスの活用 

関連する 

法令・制度・指針等 

【デジタル社会の実現に向けた重点計画】 

デジタル社会を支えるシステム・技術 
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（３） 『スマート自治体への転換に向けたデジタル・トランスフォーメーションの推進』における取り組み 

 

取組３－１ 業務システム標準化・共同化の実施 

設定の背景 

 令和３年 9 月に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が施行

され、地方公共団体が利用する対象 20 業務の基幹業務系システムについて、す

べての地方公共団体が、令和 7 年度末までに、国の提示する標準化基準に準拠

したシステムへ移行することとなりました。標準準拠システムへの移行により、

システム運用コストの適正化と全国一律的な施策が迅速に実行可能となるなど

行政サービスの向上が見込まれます。本市においては、国が示す標準仕様と従

来のシステムとの差異分析を実施するなど、移行に向けた取り組みを進めてき

ました。 

 また、府の策定する「大阪スマートシティ戦略 ver.2.0」においては、市町村

ＤＸ支援としてシステム共同調達が実施され、電子申請システムや電子契約の

共同調達により、スケールメリットを効かせたシステムの低廉化を実現してき

ました。 

施策の方向性 

基幹業務系システムの標準化に関しては、令和７年度末までにすべての対象

業務が滞りなく標準準拠システムへ移行できるよう、業務部門と情報部門が連

携し、現行の業務運用の見直しも含め進めていきます。 

 その他システムの共同化については、費用対効果や本市の運用体制への適合

性などを見極めたうえで、ＡＩ議事録作成システム等の高い導入効果が見込め

るシステムについて、共同化による導入を実施します。 

期待する効果 ・システムに係るコスト縮減、職員管理負荷の軽減 

関連する 
法令・制度・指針等 

【自治体 DX 推進計画】 

重点取組事項（セキュリティ対策の徹底） 

【地方公共団体情報システムの標準化に関する法律】 

【大阪府スマートシティ戦略 ver.2.0】 
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取組３－２ ＡＩ・ＩＣＴを活用した柔軟で持続可能な業務プロセスの効率化 

設定の背景 

 生産年齢人口の減少により適切な人的資源の活用が望まれるなか、本計画第

２期の取り組みおいては、ＡＩ－ＯＣＲやＲＰＡ等を導入し、データ入力業務

の省力化を実施してきました。 

 「自治体 DX 推進計画」においては、「自治体の AI・RPA の利用推進」が重

点取組項目として設定されており、定型的な業務において、ＡＩ技術の活用に

より業務効率化を進めていくことが求められています。また、ＡＩ・ＲＰＡの

利用推進にあたっては、既存の業務プロセスを前提とするのではなく、業務そ

のものの必要性の検討や業務プロセスの徹底した見直しを行った上で、ＡＩ・

ＲＰＡを導入することが重要であると示されています。 

 情報技術の活用を進めてくうえでは、ノウハウが属人化し継続的な運用に支

障をきたすことのないよう、職員全体の意識の醸成、スキル向上のための研修

制度の充実や、誰もが利用しやすいデジタルツールの選定を行うなどの対応が

求められます。 

施策の方向性 

 行政事務のさらなる効率化を進めるため、ＡＩ－ＯＣＲおよびＲＰＡについ

て、利用業務の拡充を推進します。また、専門的な知識・技術を持たなくても

手軽にツールの作成が可能なノーコード・ローコードツールの導入について検

討します。 

 これらの取り組みについて、部分的、限定的な活用に留まることのないよう、

デジタルや業務の効率化に関する職員のスキル向上と合わせて、既存の業務の

抜本的かつ体系的な見直しを行うこととします。 

期待する効果 
・事務作業の自動化による職員の業務省力化と市民サービスの質向上 

・ＡＩ等活用による高度で正確性の高い事務処理の実現 

関連する 
法令・制度・指針等

【自治体 DX 推進計画】 

重点取組事項（自治体の AI・RPA の利用推進） 

【その他】 

・自治体における RPA 導入ガイドブック（令和３年１月総務省）  

・自治体における AI 活用・導入ガイドブック（令和４年６月総務省） 
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取組３－３ 施策立案・計画決定等に寄与するデータ利活用の推進 

設定の背景 

平成 28 年度に住居表示地図等の情報を連携し、分析等の処理が可能なシス

テムとして、統合型地図情報システム（ＧＩＳ）を導入しました。このシステ

ムの活用により、高齢者等居住区域の年齢分布を反映した施策の検討や、地図

上への情報可視化による事務の効率化など、最適な施策立案への支援を進めて

きました。 

こうした施策立案等へのデータ利活用について、総務省は令和元年 5 月に「地

方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック」を策定・公表しており、その

中で地方公共団体におけるデータ活用の意義・必要性について、政策分析精度

の向上、住民サービスの向上、行政職員の生産性向上の３点を示しています。

また、内閣官房は令和３年６月に「地方公共団体オープンデータ推進ガイドラ

イン」（令和６年３月現在、デジタル庁にて分掌）を策定しました。 

本市においても、人流データ分析サービスの積極的な活用の検討を進めてき

ました。 

施策の方向性 

データに基づいた精緻な現状把握や課題分析に役立てるため、データや証憑

などに基づく政策立案・評価（ＥＢＰＭ）について、本市におけるデータの利

用目的・条件等を整理・検討のうえ、分析基盤の整備等の対応について取り組

みを進めます。  

期待する効果 

・多様な情報の分析や可視化による、施策立案・計画決定等の支援 

・精緻な現状把握による将来課題に則した細やかなサービス提供の実現 

・情報分析等に係る職員業務の効率化 

関連する 
法令・制度・指針等

【自治体 DX 推進計画】 

各団体において必要に応じ実施を検討する取組 

（オープンデータの推進・官民データ活用の推進）  

【その他】 

・地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック 

（令和元年 5 月 総務省情報流通行政局） 

・地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン 

（令和３年６月 15 日 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室） 
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第５章 計画の推進のために 
 

 

＜本章の内容＞ 

計画の推進を支えるための体制や、基本的な視点を示

し、またその具体化するものとして策定・運用している情

報分野の関連計画等について示します。 
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５．１ 計画の推進体制 
 

本計画の推進にあたり、全庁的な視点において効果的・効率的な施策を実現するため、

市⾧を本部⾧とする枚方市情報化推進本部を設置し、全庁横断的な体制による審議等を行

います。特定事項に関する調査・審議等については、適宜、専門部会を設置して行います。

令和４年度には、ＤＸを全庁横断的に効果的な推進体制を構築するため、情報化推進本部

の下に施策の調査、検討を行うＤＸ推進プロジェクトチームを新たに設置しました。 

また、枚方市情報化推進本部に送付すべき情報セキュリティの推進に関する案件につい

て、事前に検討・調整を行い、また、情報セキュリティポリシーの遵守状況の把握・促進

を行うため、情報セキュリティ委員会を設置しています。 

 

 
図表:計画の推進体制 

 

また、本市におけるデジタル・トランスフォーメーションを推進し、スマート自治体の

実現を図ることを目的として、データ及びデジタル技術の活用による市民サービスの向上、

業務の効率化その他の総務省が定める自治体ＤＸ推進計画に基づく本市の取り組みの推進

に関する助言を行う「枚方市デジタル・トランスフォーメーションフェロー」を令和３年

度に設置しました。 

枚方市情報化推進本部 

枚方市情報化推進本部 幹事会 

情報セキュリティ委員会 

＜専門部会＞ 

業務システム運用部会 

オープンデータ検討部会 
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５．２ 組織的な計画推進のために 
 

基本目標の達成のため、以下に示す基本的な視点のもと、組織的に計画の推進を図りま

す。 

 
図表:計画推進における基本的な視点 

 

・予算化プロセスにおける情報化施策事前評価の実施 

・全体最適化を視野にした情報化投資 

・システムライフサイクルに基づく、計画的なシステム最適化の実施 

① 施策の点検・評価 

・情報セキュリティポリシーに基づく各対策の実施、運用 

・年齢や障害の有無に関わらず、誰しもが支障なくシステムを利用可能とする 

 アクセシビリティの確保 

③ 安全、適正なシステム開発・運用 

・職員における情報スキル向上に資する計画的、継続的な研修等の実施 

・システム調達、システム運用業務の標準化によるノウハウの蓄積 

・民間ＩＴ人材の登用、内部デジタル人材の育成の推進 

④ 人材育成（情報スキル）とスキル継承 

・本計画に基づく業務システムの導入･運用体制や情報セキュリティ管理体制の確立 

・庁外の専門家も含めた知見の投入や支援体制の確立 

・制度改正に正確、漏れなく対応する情報共有・対応体制の整備 

② 組織体制 

計画推進における基本的な視点 
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５．３ 情報分野における関連計画等 
 

本市では、下表のとおり情報分野の計画やガイドライン等を策定しており、前述の基本

的な視点に対応して取り組みを具体化しています。 

今後とも必要に応じて、各計画等の見直しを含め、適切に運用を行っていきます。 

 

計画等の名称 概要説明 
対応する視点 

① ② ③ ④ 

第 2 次枚方市 

情報化計画 

情報化基本計画 
[本書] 
情報化施策策定・推進の基本的な方針や考え
方を示したもの ○ ○ ○ ○ 

情報化実施計画 個々の情報化施策の内容を表したもの 

アクセシビリティガイドライン 

本市の情報システム等について、障害の有
無、老若の別にかかわらず操作環境の改善に
ついて効果的かつ継続的な向上を図るため
の指針 

  ○  

情報スキル向上計画 
職員に求められる情報スキルを定義し、その
向上のための取り組み方針を示したもの 

   ○ 

枚方市情報セキュリティポリシー 
情報資産の保護や、情報システムの安全性、
信頼性の確保のため、情報セキュリティ対策
の基本的な事項を定めたもの  ○ ○  

 システム管理者実施手順書 
「枚方市情報セキュリティポリシー」に基づ
き、各システムの運用手順を定めたもの 

枚方市情報システム部門の 

業務継続計画（ICT-BCP） 

情報システム部門の業務継続計画として、災
害発生後の非常時優先業務に必要な情報シ
ステム等の復旧作業について示したもの 

  ○  

枚方市オープンデータ推進に 

関するガイドライン 

公的情報の積極的な公開等、オープンデータ
推進の基本原則を示すとともに、対象範囲や
公開ルール等を定めたもの 

  ○ ○ 

 

 

 

図表:情報分野における関連計画一覧 

① 施策の点検・評価 
② 組織体制 
③ 安全、適正なシステム開発・運用 
④ 人材育成（情報スキル）とスキル継承 



 

補足説明  
 

i 用語集 

 

用語 説明 掲載ページ 

オープンシステム 仕様が公開されている汎用性のある機種やＯＳで動

くシステムのこと。 

P28 

オープンデータ 次節、「個別の制度・技術等についての解説（３）」の

とおり。 

P19,24,26 他 

仮想化 機器のリソース（CPU、メモリ、ディスク）を、物理

的な構成にとらわれずに、論理的に統合・分割するこ

と。これにより、物理機器の余剰リソースを有効活用

することが可能となる。 

P28 

クラウド（クラウドコ

ンピューティング） 

次節、「個別の制度・技術等についての解説（２）」の

とおり。 

P20,21,22 他 

（システムの）ライフ

サイクル 

情報システムが製造・販売され、販売終了・保守サポ

ートが終了するまでのサイクルのこと。 

情報システムにおける機器・ソフトウェアの場合は、

販売開始から概ね５～６年で保守サポートが終了と

なることが多い。 

P44 

自治体クラウド 複数の地方公共団体の情報システムをクラウド上で

集約・共同利用するものを指す。 

P21,22 

政府ＣＩＯ 
(Chief Information 

Officer の略） 

組織における情報戦略を考え、実現する責任者のこ

と。米国など主要先進国では、政府全体の責任者とし

て「政府 CIO」を設置。 

P7 

地図情報システム（Ｇ

ＩＳ） 

(GIS=Geographic 

Information 

System の略) 

位置情報を含むデータ（地理空間情報）の地理的な把

握または分析を可能とするため、電子地図上で処理す

る情報システムのこと。カーナビゲーションシステム

などにも利用される。 

P24,41 

マイナンバー（個人番

号） 

次節、「個別の制度・技術等についての解説（１）」の

とおり。 

P17,32 



 

 

用語 説明 掲載ページ 

ＥＢＰＭ 
（Evidence Based 

Policy Making の略） 

データや証憑などに基づく政策立案・評価のこと。勘

や経験だけに頼るのではなく、政策の目的や効果と重

要な関連がある情報を確認することで、政策の妥当性

や継続的な改善を可能とする手法。 

P24,41 

ＩＣＴ 
(Information 

Communication 

Technology の略) 

情報通信技術のこと。 

IT（Information Technology:情報技術）とほぼ同

義。 

P2,3,4 他 

ＩｏＴ 
（Internet of Things

の略） 

次節、「個別の制度・技術等についての解説（４）」の

とおり。 

P14,19,26 他 

ＳＮＳ 
（ソーシャルネットワー

キングサービス:Social 

Networking Service 

の略） 

友人・知人とのコミュニケーションや、趣味・嗜好・

地域間の交流、企業・自治体の情報展開をオンライン

で実現する、コミュニティ型のインターネットサービ

ス。本市では X（旧 Twitter）等を利用している。 

P32 

ＩａａＳ 
(Infrastructure as a 

Service の略) 

次節、「個別の制度・技術等についての解説（２）」の

とおり。 

P28,31,38 

ＰａａＳ 
（Platform as a 

Service の略） 

次節、「個別の制度・技術等についての解説（２）」の

とおり。 

P28,31,38 

ＳａａＳ 
（Software as a 

Service の略） 

次節、「個別の制度・技術等についての解説（２）」の

とおり。 

P28,31,33,38 

ＤＸ 
（デジタル・トランスフ

ォーメーション） 

デジタル技術やデータを駆使して作業の一部にとど

まらず社会や暮らし全体がより充実したものとなる

よう変革すること。 

P4,7,11 他 

システム標準化 次節、「個別の制度・技術等についての解説（6）」の

とおり。 

P21,22,32 他 

スマートシティ 次節、「個別の制度・技術等についての解説（7）」の

とおり。 

P14,17,26 他 

スマート自治体 次節、「個別の制度・技術等についての解説（7）」の

とおり。 

P22,26,27 他 



 

用語 説明 掲載ページ 

デジタルデバイド インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用

できる者と利用できない者との間に生じる格差のこ

と。 

P26,33 

ＥＤＲ 
（Endpoint Detection 

and Response の略） 

企業や組織内のネットワークに接続された機器（エン

ドポイント）に侵入したマルウェア等のサイバー攻撃

を検出し、通知するシステムのこと。 

P36 

ガバメントクラウド 次節、「個別の制度・技術等についての解説（3）」の

とおり。 

P38 

 



 

 

 

ii 個別の制度・技術等についての解説 

 

（１） 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度） 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）は、平成 25 年 5 月に成立した「行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下、番号法）に基づく

制度です。 

この制度は、住民票を有する全ての方に固有の番号（マイナンバー）を付して、社会保

障や税、災害対策の各分野において、国の行政機関や地方公共団体で保有する個人情報と

マイナンバーとを紐付けて管理し、複数の機関等に存在する情報の連携を実現することで、

行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤と

なる制度です。 

 国では、世界最先端 IT 国家創造宣言に基づき、マイナンバー制度を活用し、各ライフイ

ベントに応じた申請手続きの電子化・ワンストップ化等、新たな IT 利活用環境の整備に向

けて、対面・書面原則を転換し、電磁的処理及び情報の高度な流通性の確保等を基本原則

とし、IT 利活用を最大限に推進できるような制度への見直しに向け、必要な法制上の措置

等を検討するとしています。 

 

 
図表:番号制度導入によるメリット 

(出典) 内閣官房・内閣府 『マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料』 P４, 平成 26 年 10 月 

 

 

 



 

（２） クラウド（クラウドコンピューティング） 

・クラウドの普及・進展 

従来の情報システムは、組織内で保有する形態が主流でしたが、近年のブロードバンド

普及を受け、事業者がデータセンタ内に構築・配置された情報システムを、ネットワーク

通信を介して利用するクラウド型のシステム利用形態が登場し、普及が進んでいます。 

サーバ機器等の資産や保守体制を自組織内に持つ必要がない、初期導入コストが低い、

などの点から注目を集め、企業におけるクラウドの利用は進展を見せており、一部でもク

ラウドを利用している企業は、2018 年の 58.7%から 2022 年には 72.2%になるなど、年々

増加傾向にあります。 

 
図表:企業におけるクラウドコンピューティングの利用状況の推移  

(出典) 総務省 『令和４年通信利用動向調査 企業編』 問 3（１） 令和５年８月 

 

 
図表:企業におけるクラウドサービスの利用状況の推移  

(出典) 総務省 『平成 30 年通信利用動向調査』 P5, 令和元年５月 



 

 

・IaaS、PaaS、SaaS 

クラウド型で提供されるサービスの内容に応じた形態別の呼称です。 

IaaS(Infrastructure as a Service)は、事業者が保有するハードウェア等のシステム基

盤を、仮想化技術により、利用者が必要とする分だけをサービス提供する形態で、システ

ム基盤の柔軟な変更や費用節減につながると期待されています。PaaS(Platform as a 

Service)は、アプリケーションの動作・開発環境をネットワーク経由で利用できるサービス

形態であり、環境の構築・保守管理が不要であるため、導入後は開発に専念することが可

能となります。SaaS（Software as a Service）は、ソフトウェア機能を含めてサービス

提供する形態を指し、早期に安価な費用体系で利用できる反面、個別の要望に応じた機能

改変が制約される傾向があります。 

※IaaS 事業者の提供基盤上に、システム事業者が構築したサービスを SaaS として提供

する場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図表:クラウド利用形態に応じた提供範囲のイメージ 
 

 

アプリケーション

アプリケーション実行環境

ミドルウェア／OS 

コンピュータ 

アプリケーション

アプリケーション実行環境

ミドルウェア／OS 

コンピュータ 

アプリケーション

アプリケーション実行環境

ミドルウェア／OS 

仮想マシン 

SaaS 
アプリケーションソフトウェアを

サービスとして提供する 

PaaS 
アプリケーション実行環境まで

をサービスとして提供する 

IaaS 
システムインフラをサービス 

として提供する 

システム事業者管理 

利用者管理 

システム利用 

システム構築 

システム基盤 

（ハードウェア等） 

 



 
 

 

（３） ガバメントクラウド 

国のすべての行政機関（中央省庁・独立行政法人など）や地方自治体が共同で行政シス

テムをクラウドサービスとして利用できる IT 基盤を指します。ガバメントクラウドを活用

することで、共同利用によるコスト削減が期待でき、個別のセキュリティ対策・運用監視

が不要となります。 

 
図表:ガバメントクラウドの概要 

(出典) 内閣官房『地方自治体によるガバメントクラウドの活用について（案）』 P2  
 

（４） オープンデータ 

スマートフォン、タブレット端末、SNS の普及等を背景として、多種多様な情報を相互

に連携させて新たな価値を生み出すことが期待されています。その上で、地方公共団体の

保有するデータについても共有の財産であることから、機械判読可能な形式で二次利用可

能なルールのもとで公開するオープンデータの取り組みを進めることが求められており、

平成 27 年 2 月には『地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン』（内閣官房情報通信

技術（IT）総合戦略室）が策定されました。 

 
図表:地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要 

(出典) 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室 

『地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要』 P1, 平成 27 年 2 月 



 

 

 

地方公共団体におけるオープンデータ推進の意義としては、地域の課題の解決する視点

が重要です。市民や民間企業と連携した課題解決の手段となりうることを念頭に、重要性

やニーズを勘案し、利活用の期待されるデータの公開を進めていくことが望まれます。 

 

図表:自治体にとってのオープンデータの意義 
(出典) 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室  

『オープンデータをはじめよう～地方公共団体のための最初の手引書～』P8, 平成 27 年 2 月  

 

（５） IoT(Internet of Things) 

電子機器や車など、あらゆるモノがネットワークにつながることで、センサー等を通じ

て集められたデータが、デジタル空間上で蓄積・分析され、その結果を実世界における将

来予測やモノの制御等に活用するものです。従来、パソコンと業務システムでの効率化が

進められてきたデスクワークの領域を越えて、実世界とデジタル世界をつなぐことで様々

な領域での効率化が期待されています。 

一方で、セキュリティ侵害時の実世界への影響など、従来とは異なる観点からも安全性

の確保が必要となってきています。 

ss 

図表:ICT・データの利活用の 4 段階 
(出典) 総務省 『ICT スキル総合習得プログラム 講座 1-1』P8  



 
 

（６） 自治体システムの標準化・共通化 

令和３年 9 月に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が施行され、行政

サービスの利便性向上、業務効率化を目的として、地方公共団体が利用する基幹業務系シ

ステムの対象 20 業務について、すべての地方公共団体が、令和 7 年度末までに、国の提示

する標準化基準に準拠したシステムへ移行します。 

 
図表:地方公共団体情報システムの標準化・共通化の概要  

(出典) 総務省 『自治体情報システムの標準化・共通化』P1 



 

 

 

（７） スマートシティ・スマート自治体 

スマートシティは、ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジメント（計画、整備、管理・運

営等）の高度化により、都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出

し続ける、持続可能な都市や地域であり、Society5.0 の先行的な実現の場と定義されてい

ます。一方、スマート自治体は、AI（人工知能）等を活用し、自治体業務の自動化させる

ことで行政サービスを効率的に提供する自治体のことを指し、人口減少が深刻化しても行

政サービスを維持することを目標としています。 

 
図表:スマートシティの基本コンセプト 
(出典) 内閣府 『スマートシティの推進について』P3 
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